
   甲賀市宅配ボックス設置促進補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、宅配物の再配達に伴う温室効果ガスの排出抑制及び再配達に

係る負担軽減を目的に、宅配ボックスを購入し、設置した者に対して、甲賀市宅

配ボックス設置促進補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付する

ことに関し、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）、甲賀市

行政サービス制限条例（平成２２年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政サービ

ス制限条例施行規則（平成２２年甲賀市規則第１６号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する宅配ボックス（以下「補助対象製品」という。）を住宅

用に購入し、設置する事業とする。 

 （１） 宅配ボックスとして販売されている製品であること。 

 （２） 新品（未使用品）であること。 

 （３） 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が居住する

市内の住居に設置されていること。なお、当該宅配ボックスの設置場所が、自

己所有でない場合は、当該場所の所有者又は管理者から設置の同意を得ている

こと。 

 （４） 令和８年４月１日から令和９年２月２６日までの間において、申請者が

購入し、設置したものであること。 

 （５） 国、県又は市の他の制度による補助を受けたものでない、又は受ける予

定でないこと。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施した者で、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

 （１） 市内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定によ

り、本市の住民基本台帳に記載されている者であること。 

 （２） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。）を滞納し

ていない者であること。 



 （３） 甲賀市暴力団排除条例（平成２３年甲賀市条例第３６号）第２条の規定

による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこ

と。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、宅配

ボックスの本体及びその附属品の購入費（消費税及び地方消費税を除く。）とし、

設置及び運搬等に要する経費は除くものとする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額）又は５，０００円の

いずれか低い額とする。 

 （補助台数） 

第６条 補助金の交付は、同一人及び同一世帯について、１台限りとする。 

 （交付申請） 

第７条 申請者は、令和９年２月２６日までに宅配ボックス設置促進補助金交付申

請書兼実績報告書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 

 （１） 次に掲げる事項が明示された販売店等が発行する補助対象経費が分かる

領収書及び明細書等の写し 

  ア 購入者氏名 

  イ 購入日 

  ウ 購入費用 

  エ 購入した補助対象製品の名称 

オ 販売店等の名称 

 （２） 購入した補助対象製品のカタログ又は取扱説明書等の写し 

 （３） 設置後の補助対象製品の写真及び設置状況が分かる写真 

 （４） 補助金の振込先口座が確認できる書類 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助



金を交付すべきものと認めた場合には宅配ボックス設置促進補助金交付決定及び

額の確定通知書（様式第２号）により、補助金を交付すべきでないと認めた場合

には宅配ボックス設置促進補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、それ

ぞれ申請者に速やかに通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成

するため必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。 

３ 市長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住

民基本台帳及び市税の納税情報を閲覧することができる。 

 （補助金の支払） 

第９条 市長は、前条第１項に規定する交付決定及び額の確定（以下「交付決定等」

という。）を行った場合は、当該交付決定等を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）に対し、速やかに補助金を交付するものとする。 

 （財産の管理等） 

第１０条 交付決定者は、補助対象製品について、善良な管理者の注意をもって管

理するものとし、やむを得ないと認められる場合を除き、交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。 

 （交付決定等の取消し等） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定等の全部又は一部を取消すことができる。 

 （１） 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 （２） 関係法令に違反したとき。 

 （３） 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとし

たとき。 

 （４） その他市長が不適切であると認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定等を取り消したときは、宅配ボッ

クス設置促進補助金交付決定取消通知書兼返還請求書（様式第４号）により交付

決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて

その返還を命ずるものとする。 

 （調査等） 

第１２条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象製品の使用に関する



調査等を行うことができる。 

２ 補助金の交付を受けた者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協

力しなければならない。 

 （その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に

定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

  


